
の
計
算
上
、
損
金
か
必
要
な
経
費
に
算

入
さ
れ
る
物
は
該
当
し
ま
す
）　

※
取

得
価
格　

万
円
未
満
の
償
却
資
産
で
、

20

事
業
年
度
ご
と
に
一
括
し
て
3
年
間
で

償
却
す
る
物
は
対
象
外　

申
告
期
限
＝

1
月　

日　

申
告
先
、
お
尋
ね
＝
市
役

31

所
資
産
税
課

軽
自
動
車
税
は
4
月
1
日
現
在
の
登

録
者
に
課
税

　

持
ち
主
の
変
更
、
廃
車
、
盗
難
に

遭
っ
た
な
ど
の
場
合
は
、
3
月　

日
ま

31

で
に
手
続
き
を　

手
続
き
、
お
尋
ね
＝

百
二
十
五
�
以
下
の
バ
イ
ク
と
小
型
特

殊
車
�
市
役
所
資
産
税
課
、
自
動
二
輪

�
長
崎
陸
運
支
局
（
�
�
8
0
4
8
）、

軽
二
・
三
・
四
輪
�
軽
自
動
車
協
会

（
�
�
1
3
8
5
）　

※
自
賠
責
保
険

（
共
済
）
に
は
必
ず
ご
加
入
を

1
月
は
市
県
民
税
第
4
期
分
・
国
民

健
康
保
険
税
第
8
期
分
の
納
付
月

忘
れ
ず
に
納
付
を
。
納
付
に
は
便
利

な
納
税
組
合
か
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い　

お
尋
ね
＝
市
役
所
納
税
課

電
話
加
入
権
を
公
売
し
ま
す

　

と
き
＝
1
月　

日　

時　

と
こ
ろ
＝

24

10

市
役
所
3
階
・
理
事
者
控
室　

お
尋
ね

＝
納
税
課

歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

20
　

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る　

歳
以
上

20

　

歳
未
満
の
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入

60し
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す　

手
続
き
＝　

歳
の

20

誕
生
日
の
前
日
か
ら
2
週
間
以
内
に
市

役
所
戸
籍
年
金
課
か
各
支
所
で
（
厚
生

年
金
、
共
済
組
合
な
ど
に
加
入
の
場
合

は
不
要
）　

お
尋
ね
＝
戸
籍
年
金
課
、

佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所
（
�
�
1
1

4
8
）

国
保
の
変
更
届
け
は
2
週
間
以
内
に

　

転
入
、
転
出
、
健
康
保
険
の
種
類
や

記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
、
世
帯

主
が
戸
籍
年
金
課
か
各
支
所
で
手
続
き

を
。
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
も
、

国
保
を
や
め
る
手
続
き
を
し
て
い
な
い

と
、
保
険
税
を
二
重
に
支
払
う
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。
国
保
へ
の
加
入
手
続
き
が

遅
れ
る
と
、
最
高
3
年
前
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
国
保
税
を
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す　

お
尋
ね
＝
戸
籍
年
金
課

　
　
　
　
　

退
職
者
医
療
制
度
の
ご
利
用
を

条
件
は
あ
り
ま
す
が
、
会
社
な
ど
を

退
職
し
た
人
が　

歳
に
な
る
ま
で
利
用

75

で
き
ま
す　

患
者
の
費
用
負
担
＝　

歳
69

ま
で
は
、
本
人
は
通
院
、
入
院
と
も
2

割
、
被
扶
養
者
（
家
族
）
は
通
院
3
割
、

入
院
2
割
。　

歳
か
ら
は
1
割
（
一
定

70

額
以
上
の
所
得
が
あ
る
人
は
2
割
）　

お
尋
ね
＝
戸
籍
年
金
課

出
産
費
資
金
貸
付
制
度
の
ご
利
用
を

　

被
保
険
者
の
出
産
費
用
を
出
産
前
に

貸
し
付
け
、
出
産
後
の
出
産
育
児
一
時

金
で
貸
付
金
を
償
還
す
る
制
度
で
す

貸
付
限
度
額
＝　

万
円　

対
象
＝
市
国

24

民
健
康
保
険
の
出
産
育
児
一
時
金
の
支

給
が
見
込
ま
れ
る
人
で
出
産
予
定
日
ま

で
1
カ
月
以
内
の
被
保
険
者
か
、
妊
娠

4
カ
月
以
上
で
医
療
機
関
な
ど
か
ら
費

用
を
請
求
さ
れ
た
被
保
険
者
が
い
る
世

帯　

お
尋
ね
＝
市
役
所
国
民
健
康
保
険

課高
額
医
療
費
制
度

　

老
人
医
療
受
給
者
で
医
療
費
の
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
（
所
得
に
よ
り

異
な
り
ま
す
）
を
超
え
た
場
合
は
、
払

い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す　

手
続
き
＝

保
険
証
、
老
人
医
療
受
給
者
証
、
郵
便

局
以
外
の
本
人
名
義
の
通
帳
、
印
鑑
を

持
参
し
て
国
民
健
康
保
険
課
か
各
支
所

で　

お
尋
ね
＝
同
課

新
入
学
児
童
の
保
護
者
に
就
学
通
知

書
を
送
付

　

平
成　

年
度
に
小
学
校
に
入
学
す
る

15

児
童
が
い
る
世
帯
へ
、
1
月
中
に
送
付

し
ま
す
。
対
象
児
童
が
い
る
世
帯
で
、

通
知
書
が
届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
を

お
尋
ね
＝
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

平
成

年
改
正
法
に
伴
い
、
戦
傷
病
者

13

等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
を
支
給

　

受
付
期
限
＝
平
成　

年
9
月　

日

16

30

※
申
請
書
類
は
市
役
所
市
民
生
活
課
で

配
布
中　

お
尋
ね
＝
同
課

海
岸
保
全
基
本
計
画
に関

す
る
公
聴
会

　

と
き
＝
2
月　

日　

〜　

時　

と
こ

15

14

16

ろ
＝
市
民
会
館
・
集
会
室
A　

内
容
＝

防
護
・
環
境
・
利
用
の
調
和
の
と
れ
た

海
岸
保
全
施
設
の
整
備
を
推
進
す
る
た

め
の
「
海
岸
保
全
基
本
計
画
」
に
つ
い

て　

計
画
案
の
縦
覧
＝
1
月　

日
〜
2

31

月　

日
に
県
北
振
興
局
建
設
管
理
課
、

14
市
役
所
水
産
課
、
万
津
町
・
市
港
湾
部

で　

お
尋
ね
＝
県
庁
農
村
整
備
課
（
�

0
9
5
・
8
2
6
・
6
3
1
9
）

                                                

                                                

                                                

                                                

祝
日
の
可
燃
ご
み
収
集

　

1
月　

日
（
成
人
の
日
）
は
収
集
し

13

ま
す　

お
尋
ね
＝
市
ク
リ
ー
ン
推
進
課

（
�
�
2
4
2
8
）

市
の
物
品
納
入
指
定
業
者
の
登
録
を

受
け
付
け

　

対
象
＝
平
成　

〜　

年
度
に
市
役
所
、

15

16

市
立
小
・
中
学
校
、
総
合
病
院
、
水
道
局
、

交
通
局
へ
物
品
を
納
入
す
る
指
定
業
者

主
な
資
格
要
件
＝
創
業
ま
た
は
法
人
設

立
か
ら
1
年
を
経
過
し
、
市
税
、
国
民

健
康
保
険
税
、
消
費
税
、
地
方
消
費
税

を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と　

受
付
期
間

＝
1
月　

日
〜
2
月　

日　

※
申
請
書

14

14

は
市
役
所
契
約
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
申
請
書
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
�
申
請
書
の
一
覧
�
契
約
監
理

室
契
約
課
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
＝

w
w
w
.city.sasebo.nagasaki.jp 　

受
け
付
け
、
お
尋
ね
＝
同
課

平
成

年
度
建
設
工
事
等
の
入
札
参

15

加
資
格
審
査
（
補
充
）
を
受
け
付
け

　

対
象
＝
①
平
成　

年
度
に
市
が
発
注

15

す
る
建
設
工
事
や
測
量
・
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
務
な
ど
の
競
争
入
札
に
参

加
を
希
望
す
る
業
者　

②
平
成　

年
度

14

に
申
請
し
た
業
者
で
工
種
の
追
加
や
変

更
を
希
望
す
る
業
者　

③
平
成　

年
度

14

に
申
請
し
た
業
者
で
市
内
に
本
店
ま
た

は
支
店
な
ど
が
あ
る
業
者　

④
平
成　
14

年
度
に
申
請
し
た
業
者
で
市
内
に
本
、

支
店
な
ど
が
な
い
業
者　

提
出
す
る
も

の
＝
①
②
�
申
請
書
な
ど　

③
�
経
営

事
項
審
査
結
果
通
知
書
の
写
し
、
市
税

の
納
税
証
明
書　

④
�
経
営
事
項
審
査

結
果
通
知
書
の
写
し　

受
付
期
間
＝
2

月　

日
〜
3
月　

日　

受
け
付
け
、
お

14

14

尋
ね
＝
契
約
課

清
掃
・
警
備
業
務
等
入
札
参
加
資
格

審
査
を
受
け
付
け

　

対
象
＝
平
成　

年
度
に
市
が
発
注
す

15

る
清
掃
・
警
備
業
務
等
の
競
争
入
札
に

参
加
す
る
業
者　

受
付
期
間
＝
1
月
8

〜　

日　

受
け
付
け
、
お
尋
ね
＝
市
役

24
所
管
財
課　

事
業
主
の
皆
さ
ん
、
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
を

　

平
成　

年
中
に
給
与
・
賃
金
な
ど

14

（
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
中
途
退
職
者
の

分
を
含
む
）
を
支
払
っ
た
法
人
や
個
人

事
業
主
は
、
年
末
調
整
が
済
ん
だ
ら
、

給
与
支
払
報
告
書
2
部
（
フ
リ
ガ
ナ
、

生
年
月
日
の
記
入
が
必
要
）
と
総
括
表

1
部
の
提
出
を　

※
平
成　

年
1
月
1

15

日
現
在
で
市
外
在
住
の
従
業
員
の
分
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
へ
提
出
を　

提
出

期
限
＝
1
月　

日　

提
出
先
、
お
尋
ね

31

＝
市
役
所
市
民
税
課

市
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
の
申

告
準
備
を

次
の
人
は
早
め
に
準
備
を
▼
個
人
事

業
主
、
不
動
産
貸
し
付
け
が
あ
る
人
�

収
入
や
必
要
経
費
の
明
細
書
な
ど
を
基

に
、
帳
簿
な
ど
の
整
理
を
▼
年
末
調
整

を
し
な
か
っ
た
給
与
所
得
者
、
会
社
の

中
途
退
職
者
、
年
金
受
給
者
、
報
酬
・

配
当
な
ど
の
所
得
が
あ
る
人
�
源
泉
徴

収
票
や
支
払
証
明
書
な
ど
を
▼
生
命
保

険
料
や
医
療
費
な
ど
の
控
除
を
受
け
る

人
�
領
収
書
、
支
払
証
明
書
な
ど
を

※
給
与
所
得
者
で
年
金
、
配
当
、
不
動

産
な
ど
の
給
与
以
外
の
所
得
が　

万
円

20

を
超
え
る
人
は
税
務
署
へ
、　

万
円
以

20

下
の
人
は
市
役
所
市
民
税
課
に
申
告
を

お
尋
ね
＝
市
民
税
課

　
　
　
　

所
得
税
の
還
付
申
告
を

　

給
与
や
年
金
な
ど
の
所
得
が
あ
る
人

の
納
め
過
ぎ
た
税
金
の
還
付
申
告
を
、

1
月
か
ら
受
け
付
け
ま
す
（
2
月　

日
17

以
降
は
混
雑
し
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
）　

対
象
＝
マ
イ
ホ
ー
ム
を
住
宅

ロ
ー
ン
で
取
得
か
増
・
改
築
し
た
人
▼

多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人
▼
災
害

や
盗
難
に
遭
っ
た
人
▼
年
の
途
中
で
退

職
し
た
人
▼
年
金
受
給
者
で
税
金
を
納

め
す
ぎ
た
人　

※
法
定
調
書
は
1
月　
31

日
ま
で
に
提
出
を　

受
け
付
け
、
お
尋

ね
＝
佐
世
保
税
務
署
（
木
場
田
町
・
合

同
庁
舎
内　

�
�
2
1
6
1
）

　
償
却
資
産
の
申
告
を

対
象
＝
平
成　

年
1
月
1
日
現
在
、

15

市
内
で
事
業
を
営
む
償
却
資
産
の
所
有

者　

固
定
資
産
の
対
象
に
な
る
償
却
資

産
の
範
囲
＝
土
地
・
家
屋
以
外
で
事
業

に
使
用
し
て
い
る
構
築
物
、
機
械
装
置
、

器
具
、
備
品
、
船
舶
な
ど
耐
用
年
数
1

年
以
上
、
取
得
価
格　

万
円
以
上
の
物

10

（　

万
円
未
満
の
物
で
も
固
定
資
産
税

10
と
し
て
計
上
し
、
減
価
償
却
額
が
所
得

※市役所各課へは代表電話� 1111からお回しします

人権シリーズ
　人権教育のための国連 10年・佐世保市行動計画
⑫学校などにおける人権教育
　学校などの教育現場では、幼児、児童、生徒一人ひ
とりの個性を尊重することが重要です。
　本市では、教育活動全体を通して発達段階に応じ、
同和問題などについての理解と、人権を大切にする
心や差別を許さない心の育成を図っていきます。
　また、教育に携わる者に対しては、人権・同和教育
のための研修などに努めます。
■お尋ね　市役所同和対策室

2003.1

おお
知知
らら
せせ

�

�

ICバスカードが
市営バス全車両で

利用できます
　ICバスカード（長崎スマートカー
ド）システムは、バスの乗降時に読
み取り機に触れるだけで、運賃を精
算することができるものです。
　これまで市営バス全体の半分の
車両でしか利用できずに、大変ご不
便をお掛けしていましたが、全車両
で利用できるようになりました。
　駅前案内所、島瀬定期券発売所、
黒髪・矢峰営業所、市営バス車内で
販売していますので、ぜひご購入く
ださい。（1枚 3,000 円）

■お尋ね　交通局業務課　　　　
　　　　　　（�� 5111）


